
(証券コード1905)
平成30年６月７日

株 主 各 位
東 京 都 港 区 芝 五 丁 目 2 5 番 1 1 号

代表取締役社長 菱 山 　 保

第48回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第48回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月27日（水曜日）
午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年６月28日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区元赤坂二丁目２番23号

明治記念館　１階　「相生の間」

(末尾記載の会場ご案内図をご参照のうえ、
ご来場ください。 )

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第48期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委
員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第48期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以　上

（お願い）
◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。

◎　次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上
の当社ウェブサイト（http://www.tenox.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知の
添付書類には記載しておりません。
①　連結計算書類の連結注記表
②　計算書類の個別注記表
　なお、連結注記表および個別注記表は、監査等委員会および会計監査人が監査報告を作成
するに際して、監査をした対象の一部であります。

◎　株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tenox.co.jp）に掲載させていただきま
す。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、地政学リスク等の不安要素を抱

えながらも着実に成長を続ける海外経済の下、依然として高水準にある企

業収益や改善する雇用・所得環境に支えられて個人消費が堅調に推移する

など、緩やかながら拡大を続けております。

建設業界におきましては、住宅着工戸数が減少するものの、好調な企業

収益を背景として底堅く推移する民間建設投資に加えて、公共投資も高い

水準を維持してまいりました。一方で、建設資材価格の高騰や現場の人手

不足等から建設費用の上昇が予想されるなど、経営環境の先行きに不安が

残る状況下にありました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、売上高は、文化

施設や流通施設など複数の大型工事が完成したことで前連結会計年度を上

回りました。また、利益につきましては、「施工品質の向上」と「安全管

理の強化」を 重要施策に掲げ、施工効率の改善や施工コストの削減等を

推し進めたことで採算の高い工事を手掛けることができました。しかしな

がら、大型の建築基礎工事において昨年後半に発生した施工不具合の復旧

に係ると見込まれる費用のうち、合理的に見積もることができた工事費用

を計上したことにより、前連結会計年度を下回ることとなりました。今後、

同様の施工の不具合を発生させないために組織の改編や作業手順の整備に

取り組むなど全ての工程において見直しを進めております。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は204億41百万円（前連結会計年度

比12.2％増）、営業利益は７億49百万円（前連結会計年度比29.5％減）、

経常利益は７億85百万円（前連結会計年度比35.8％減）、親会社株主に帰

属する当期純利益は５億23百万円（前連結会計年度比40.9％減）となりま

した。
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　セグメントの業績は以下のとおりであります。

（建設事業）

　当事業におきましては、売上高については、道路関連の工事が減少した

ものの、文化・流通施設の杭工事や民間工場の地盤改良工事で複数の大型

工事が完成したことなどにより前連結会計年度を上回りました。また、利

益につきましては、施工効率の改善や施工コストの削減等を推し進めたこ

とで採算の高い工事を手掛けることができたものの、大型の建築基礎工事

において昨年後半に発生した施工不具合の復旧工事費用を計上したことに

より、前連結会計年度を下回りました。

　この結果、売上高は198億12百万円（前連結会計年度比11.6％増）、セグ

メント利益は７億15百万円（前連結会計年度比29.1％減）となりました。

（土木建築コンサルティング全般等事業）

　当事業におきましては、売上高については、主に設計業務に関する収入

が増加したことにより、売上高は６億20百万円（前連結会計年度比33.5％

増）、セグメント利益は31百万円（前連結会計年度比31.7％減）となりま

した。

（その他の事業）

　当事業は、主に賃貸マンション収入であり、売上高は９百万円（前連結

会計年度比23.8％減）、セグメント利益は２百万円（前連結会計年度比

65.4％減）となりました。

当連結会計年度におけるセグメント別受注高・売上高・受注残高は、次

のとおりであります。

受注高・売上高・受注残高 （単位：千円）

区 分 前期受注残高 当期受注高 当期売上高 次期受注残高

建 設 事 業 6,352,747 20,194,776 19,812,396 6,735,127

土木建築コンサル
ティング全般等事業

－ － 620,142 －

そ の 他 の 事 業 － － 9,456 －

合 計 6,352,747 20,194,776 20,441,995 6,735,127

（注）土木建築コンサルティング全般等事業及びその他の事業は受注生産を行っておりませんの

で、受注高及び受注残高の記載を省略しております。
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②　対処すべき課題

　今後のわが国経済は、政府の経済対策の効果や緩和的な金融環境等を背

景として、企業の設備投資や個人消費の増加が予想されるなど、緩やかな

拡大が続くことが期待されます。

　建設業界におきましては、公共工事、民間工事ともに横ばいに推移する

と見込まれるなかで、労務費を初めとした建設費用の上昇が利益を圧迫す

るなど先行きに不安が残る状況となっております。

　当社グループにおきましては、このような状況のもと「施工品質の向上」

と「安全管理の強化」を引き続き 重要施策と掲げ、人材育成と適正な人

員配置による施工体制の強化に取り組んでまいります。また、今後、国内

建設需要の減少が見込まれるなかで、営業力の強化と海外事業の基盤構築

は喫緊の課題と位置づけて注力してまいる所存であります。

　株主の皆さまにおかれましては、従来にもましてご支援、ご協力を賜り

ますよう心からお願い申し上げます。

③　設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は６億77百万円であります。主なもの

といたしましては建設事業で工事施工機械関係に５億82百万円の設備投資

を行いました。

④　資金調達の状況

該当事項はありません。

⑤　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑥　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑦　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。

⑧　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の

状況

該当事項はありません。
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(2) 財産および損益の状況の推移 （単位：千円）

期　　別
区　　分

第45期
26／4～27／3

第46期
27／4～28／3

第47期
28／4～29／3

第48期
(当連結会計年度)
29／4～30／3

受 注 高 25,006,522 16,192,156 18,300,062 20,194,776

売 上 高 22,427,809 19,830,128 18,226,719 20,441,995

経 常 利 益 1,610,650 1,905,916 1,224,999 785,882

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

861,849 1,257,331 886,657 523,976

１株当たり当期純利益(円) 124.97 181.96 127.94 75.24

総 資 産 16,910,227 16,481,724 16,780,014 17,996,684

純 資 産 9,814,776 10,338,679 11,021,693 11,393,404

（注）１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により算出しております。

なお、当社は第46期より「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」を導入しております。当該株

式給付信託が所有する当社株式については、連結計算書類において自己株式として計上し

ております。１株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均発行済株式数に

ついて、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

名　　　称 資本金
持 株
比 率

主 要 な 事 業 内 容

千円 ％

株式会社テノックス技研 30,000 100 とび・土工工事業

千円 ％

株式会社複合技術研究所 20,000 55 工法開発およびコンサルティング業

(4) 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

コンクリートパイル、鋼管パイルの販売およびその杭打工事の請負、地盤

改良工事の請負、工法開発およびコンサルティング
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(5) 主要な事業所（平成30年３月31日現在）

①　当社

株式会社テノックス 本社 東京都港区

営業所

北海道営業所（北海道札幌市）
東北営業所（宮城県仙台市）
名古屋営業所（愛知県名古屋市）
大阪営業所（大阪府大阪市）
中四国営業所（広島県広島市）
九州営業所（福岡県福岡市）

機材センター 東京機材センター（千葉県船橋市）

②　子会社

株式会社テノックス技研 本社 千葉県船橋市

株式会社複合技術研究所 本社 東京都新宿区

(6) 従業員の状況（平成30年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

区　　　　　　　　分 従　　業　　員　　数

建設事業 238名

土木建築コンサルティング全般等事業 25名

その他の事業 1名

合　　　　　　　　計 264名

②　当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

176名 5名増 43.1歳 14.1年

(7) 主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）

該当事項はありません。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（平成30年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 21,640,000株

(2) 発行済株式の総数 7,080,588株（自己株式613,492株を除く。）

(3) 株主数 1,723名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

住 商 セ メ ン ト 株 式 会 社 432,000株 6.10％

有 限 会 社 福 田 商 事 384,000 5.42

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 331,980 4.68

三 菱 商 事 株 式 会 社 317,020 4.47

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 253,000 3.57

太 洋 基 礎 工 業 株 式 会 社 230,000 3.24

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 220,220 3.11

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 220,000 3.10

樗 澤 佐 江 子 213,000 3.00

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 200,000 2.82

（注）持株比率は、自己株式（613,492株）を控除して計算しております。

当該自己株式には、ＥＳＯＰ信託所有自己株式（108,356株）は含まれておりません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（平成30年３月31日現在）

株式会社テノックス

第１回新株予約権

株式会社テノックス

第２回新株予約権

株式会社テノックス

第３回新株予約権

発行決議日 平成25年７月19日 平成26年７月18日 平成27年７月17日

新株予約権の数 41個 25個 19個

新株予約権の目的となる

株式の種類と数

普通株式     41,000株

（新株予約権１個につき1,000株）

普通株式     25,000株

（新株予約権１個につき1,000株）

普通株式     19,000株

（新株予約権１個につき1,000株）

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり1,000円

（１株当たり  １円）

新株予約権１個当たり1,000円

（１株当たり  １円）

新株予約権１個当たり1,000円

（１株当たり  １円）

権利行使期間
平成25年８月８日から

平成55年８月７日まで

平成26年８月８日から

平成56年８月７日まで

平成27年８月７日から

平成57年８月６日まで

行使の条件 （注） （注） （注）

役 員 の

保有状況

取締役

（監査等委員である取締役

および社外取締役を除く）

新株予約権の数    20個 新株予約権の数    12個 新株予約権の数    14個

目的となる株式数   20,000株 目的となる株式数   12,000株 目的となる株式数   14,000株

保有者数          ３人 保有者数          ３人 保有者数          ４人

取締役

（監査等委員）

新株予約権の数    －個 新株予約権の数    －個 新株予約権の数    －個

目的となる株式数     －株 目的となる株式数     －株 目的となる株式数     －株

保有者数          －人 保有者数          －人 保有者数          －人

（注）１．新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日

から10日間（10日目が休日に当たる場合は翌営業日）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。

２．上記１．は、新株予約権を相続により承継した者には適用しない。

３．新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができな

い。
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株式会社テノックス

第４回新株予約権

株式会社テノックス

第５回新株予約権

発行決議日 平成28年７月15日 平成29年７月14日

新株予約権の数 228個 159個

新株予約権の目的となる

株式の種類と数

普通株式     22,800株

（新株予約権１個につき100株）

普通株式     15,900株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり  １円）

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり  １円）

権利行使期間
平成28年８月19日から

平成58年８月18日まで

平成29年８月19日から

平成59年８月18日まで

行使の条件 （注） （注）

役 員 の

保有状況

取締役

（監査等委員である取締役

および社外取締役を除く）

新株予約権の数   189個 新株予約権の数   159個

目的となる株式数   18,900株 目的となる株式数   15,900株

保有者数          ４人 保有者数          ４人

取締役

（監査等委員）

新株予約権の数    －個 新株予約権の数    －個

目的となる株式数     －株 目的となる株式数     －株

保有者数          －人 保有者数          －人

（注）１．新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日

から10日間（10日目が休日に当たる場合は翌営業日）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。

２．上記１．は、新株予約権を相続により承継した者には適用しない。

３．新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができな

い。
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(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

株式会社テノックス第５回新株予約権

発行決議日 平成29年７月14日

新株予約権の数 114個

新株予約権の目的となる株式の種類

と数

普通株式　　　　　　    11,400株

（新株予約権１個につき     100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い込みは要

しない

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり       100円

（１株当たり     １円）

権利行使期間
平成29年８月19日から

平成59年８月18日まで

行使の条件 （注）

使用人等への
交 付 状 況

当社執行役員

新株予約権の数　　　　     114個

目的となる株式数　　    11,400株

保有者数　　　　　　　　    ６人

子会社の役員および

使用人

新株予約権の数　　　　      －個

目的となる株式数　　        －株

保有者数　　　　　　　　    －人

（注）１．新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日

から10日間（10日目が休日に当たる場合は翌営業日）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。

２．上記１．は、新株予約権を相続により承継した者には適用しない。

３．新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができな

い。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（平成30年３月31日現在）

氏 名 会 社 に お け る 地 位 担当および重要な兼職の状況

菱 山 　 保 代 表 取 締 役 社 長
管 理 本 部 長
株式会社複合技術研究所代表取締役社長

佐 藤 雅 之 取 締 役 常 務 執 行 役 員
首 都 圏 営 業 本 部 長
兼 地 域 営 業 本 部 長
兼 新 規 事 業 推 進 部 長

齋 藤 　 貴 取 締 役 執 行 役 員 施 工 本 部 長

堀 切 　 節 取 締 役 執 行 役 員
技 術 本 部 長
兼 品 質 管 理 部 長

里 見 雄 冊 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ・ 常 勤 ）

大 森 勇 一 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
曙 綜 合 法 律 事 務 所 代 表 弁 護 士
一般社団法人日本保釈支援協会代表理事

竹 口 圭 輔 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 法 政 大 学 教 授

（注）１．取締役（監査等委員）大森勇一氏および取締役（監査等委員）竹口圭輔氏は、会社法

第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）大森勇一氏および取締役（監査等委員）竹口圭輔氏は、東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために里見雄冊氏を

常勤の監査等委員として選定しております。

４．取締役（監査等委員）竹口圭輔氏は、大学教授（財務会計）として、財務および会計

に関する相当程度の知見を有しております。

５．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

・ 平成29年６月29日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって、取締役田中啓三氏

は、任期満了により退任いたしました。
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（ご参考）

　１．取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

氏 名 会 社 に お け る 地 位 担当および重要な兼職の状況

坂 口 卓 也 執 行 役 員 施 工 本 部 業 務 部 長

高 橋 勝 規 執 行 役 員
地 域 営 業 本 部 副 本 部 長
兼 西 日 本 営 業 部 長

倉 島 　 孝 執 行 役 員
施 工 本 部 東 京 機 材 セ ン タ ー 長
株式会社テノックス技研代表取締役社長

児 玉 勝 久 執 行 役 員
首 都 圏 営 業 本 部 副 本 部 長
兼 営 業 第 二 部 長

又 吉 直 哉 執 行 役 員
技 術 本 部 副 本 部 長
兼 技 術 ・ 開 発 部 長

橋 本 孔 成 執 行 役 員 首都圏営業本部営業第一部長

迫 田 一 彦 執 行 役 員 管 理 本 部 経 理 部 長

鈴 木 博 詞 執 行 役 員
管 理 本 部 副 本 部 長
兼 企 画 情 報 推 進 部 長

　２．平成30年４月１日付で組織変更ならびに執行役員の地位および担当業務の変更を行い

ました。同日現在の執行役員（取締役兼務者を含む）は次のとおりであります。

氏 名 会 社 に お け る 地 位 担当および重要な兼職の状況

菱 山 　 保 代 表 取 締 役 社 長 株式会社複合技術研究所代表取締役社長

佐 藤 雅 之 取 締 役 常 務 執 行 役 員 社 長 補 佐

堀 切 　 節 取 締 役 執 行 役 員 施 工 技 術 本 部 長

坂 口 卓 也 執 行 役 員
施 工 技 術 本 部 副 本 部 長
兼 工 事 第 一 部 長
兼 業 務 部 長

高 橋 勝 規 執 行 役 員
営 業 本 部 長
兼 西 日 本 営 業 部 長

倉 島 　 孝 執 行 役 員
施工技術本部東京機材センター長
株式会社テノックス技研代表取締役社長

児 玉 勝 久 執 行 役 員
営 業 本 部 副 本 部 長
兼 建 築 営 業 部 長
兼 東 日 本 営 業 部 長

又 吉 直 哉 執 行 役 員 施 工 技 術 本 部 副 本 部 長

橋 本 孔 成 執 行 役 員
営 業 本 部 土 木 営 業 部 長
兼 営 業 推 進 室 長

迫 田 一 彦 執 行 役 員
経 理 部 長
兼 企 画 情 報 推 進 部 長
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(2) 取締役の報酬等の額

当事業年度に係る取締役の報酬等の額

区　　分 員　　数 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）

５名

（－名）

52,094千円

（－千円）

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

３

（２）

18,600

（8,400）

合　　　計

（うち社外取締役）

８

（２）

70,694

（8,400）

（注）１．上記には、平成29年６月29日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役１名を含めております。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成28年６月29日開催の第46回定時株

主総会において、年額100百万円以内（ただし、使用人分給与を含まない。）と決議い

ただいております。また別枠で、平成28年６月29日開催の第46回定時株主総会におい

て、ストックオプション報酬額として年額30百万円以内と決議いただいております。

４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成28年６月29日開催の第46回定時株主総会

において、年額40百万円以内と決議いただいております。

５．上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

取締役（監査等委員を除く）５名に対するストックオプションによる報酬額14,891千

円。

６．当社は、平成25年６月27日開催の第43回定時株主総会において、同株主総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴ない、取締役および監査役に対して、

同制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈すること

を決議いただいております。

なお、上記決議に基づく役員退職慰労金の打切り支給予定額27,100千円を長期未払金

として計上しております。
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(3) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社

法第423条第１項の損害賠償責任について、当該取締役（業務執行取締役等で

あるものを除く。）が善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額

を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めて

おります。

　ただし、現在のところ、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）

とは責任限定契約を締結しておりません。

(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況（他の法人等の業務執行者である場合）

および当社と当該他の法人等との関係

取締役（監査等委員）大森勇一氏は、一般社団法人日本保釈支援協会の

代表理事であります。なお、当社と一般社団法人日本保釈支援協会との間

には特別な関係はありません。

②　他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況および当社と当該他

の法人等との関係

該当事項はありません。

③　当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

取 締 役

(監査等委員)
大 森 勇 一

当事業年度において開催された取締役会16回、監査等委員会16回
のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地と豊富な経験
に基づき発言を行っております。

取 締 役
(監査等委員)

竹 口 圭 輔
当事業年度において開催された取締役会16回のうち15回、監査等
委員会16回のうち15回出席し、主に大学教授（財務会計）として
の専門的見地と豊富な経験に基づき発言を行っております。
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５．会計監査人に関する事項

(1) 名称　有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,900千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

23,900千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」

を踏まえ、監査計画における監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計

画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結

果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第３項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、

解任後 初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告

いたします。

また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判

断した場合は、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議

案の内容を決定いたします。

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会計監査人有限責任 あずさ監査法人との間で、有限責任 あずさ

監査法人が善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責

任の限度額は、当社が会計監査人に報酬その他の職務執行の対価として支払

い、または支払うべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち も

高い額に２を乗じた額であります。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以

下のとおりであります。

①　取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

イ．取締役は取締役会に対し、法令遵守の誓約書を提出する。

ロ．コンプライアンス規程を制定し、法令遵守が企業活動の前提であるこ

とを徹底する。

ハ．コンプライアンス等委員会を設置し、企業倫理の確立、法令遵守の徹

底を図るための教育・啓蒙活動を行う。

ニ．法令違反や不正行為等の通報のために、社外を含めた複数の窓口を設

置し、周知する。

ホ．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一

切関係を持たず、毅然として対応する。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

イ．取締役の職務執行に係る文書については、法令および社内規程に基づ

き適切に保存・管理を行う。

ロ．取締役または監査等委員会から閲覧の要請があった場合も、速やかに

閲覧可能な状態で保存・管理する。

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．リスクの把握、管理、対応策策定のためのリスク管理規程を定める。

ロ．コンプライアンス等委員会は、リスク管理の状況について、３ヵ月に

１度以上、代表取締役に報告しなければならない。

④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制

イ．取締役会を原則として毎月１回開催するほか、臨時取締役会を随時開

催し、経営方針および経営戦略の立案ならびに取締役の職務執行状況の

監督を行う。

ロ．業務執行にあたって、職務権限規程などの社内規程に基づき、適切か

つ効率的に職務を行う。
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⑤　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

イ．子会社の取締役・使用人は、営業成績、財務状況およびその他重要な

情報を定期的に当社取締役会に報告を行う。

ロ．当社および子会社は、リスク管理規程の共有により、リスクの把握お

よび適切な対策を講じる。また当社の内部監査部門がリスク管理状況の

監査、有効性の評価を行い当社の代表取締役に報告する。

ハ．当社は、子会社の取締役等から事業内容の定期的な報告を受けるとと

もに、重要な案件について事前協議を行う。

ニ．当社は、子会社の取締役または監査役を、当社の取締役または使用人

から選任して派遣し、子会社の取締役会の職務執行において、ガバナン

スの確保とコンプライアンスに関わる課題の対処を行う。

⑥　当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人ならびにそ

の独立性に関する事項

イ．監査等委員会は、必要に応じてその職務を補助する取締役および使用

人を置くことを代表取締役に求めることができる。

ロ．前項に定める使用人の任免、考課等については、監査等委員会と事前

協議のうえで行い、補助期間内における当該使用人への指示・命令は、

監査等委員会が行う。

⑦　当社の監査等委員会への報告を確保するための体制

イ．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人なら

びに当社子会社の取締役および使用人は、当該会社に著しい損害を及ぼ

すおそれのある事実を発見したとき、および報告を受けたときは直ちに

監査等委員会に報告する。

ロ．常勤の監査等委員は稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧

し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。

⑧　当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、内部通報規程に基づき監査等委員会への通報・相談を行った

者に対し、報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。

⑨　当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するも

のに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職

務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項

当社は、監査等委員より職務の執行に関して生ずる費用の請求があっ

たときは、当該請求が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、

当該費用又は債務を処理する。
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⑩　その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制

イ．監査等委員会は、内部監査室および会計監査人と定期的に意見交換や

情報交換を通じて緊密に連携し、必要に応じて報告を求める。

ロ．各監査等委員は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるほか、

その職務の執行に必要な場合は、社内で開催される重要な会議に出席す

ることができる。また、社内および子会社の業務執行状況の報告を受け

る。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

①　コンプライアンス委員会を設置し、企業倫理の確立、法令遵守の徹底を

図るための教育・啓蒙活動を行っております。

②　内部監査室は、社内監査報告を代表取締役および取締役に対し３回行い、

業務の適正・リスク管理を行っております。

③　取締役会を定時・臨時含め16回開催し、経営方針および経営戦略の立案

ならびに取締役の職務執行状況の監督を行っております。

④　子会社の取締役・使用人は、営業成績、財務状況およびその他重要な情

報を定期的に当社取締役または担当部署を通して、取締役会に報告を行っ

ております。

⑤　当社取締役または使用人から各子会社に取締役または監査役を派遣し、

子会社のガバナンスの確保を行っております。

⑥　内部通報制度を制定し、監査等委員および外部弁護士へ当社および子会

社に著しい損害を及ぼす事実を発見した場合に通報できる体制を整えてお

ります。

⑦　監査等委員会は内部監査室と12回、会計監査人と６回意見交換や情報交

換を実施しております。

⑧　取締役を対象に、改正会社法やコーポレートガバナンス・コード等につ

いて外部より講師を招き研修を実施しております。

７．会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

（注）　本事業報告に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示して

おります。ただし、「１株当たり当期純利益」については、小数点以下

第３位を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金等

電 子 記 録 債 権

未 成 工 事 支 出 金 等

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

15,456,116

8,624,057

4,053,751

844,676

853,639

315,981

700,239

82,941

△19,170

2,540,567

2,238,519

93,784

1,309,525

155,663

583,033

96,512

36,860

265,187

167,931

17,942

97,946

△18,633

流 動 負 債 6,084,280

支払手形・工事未払金等 3,874,855

未 払 法 人 税 等 373,264

未 成 工 事 受 入 金 223,682

賞 与 引 当 金 93,940

完成工事補償引当金 300

工 事 損 失 引 当 金 830,000

そ の 他 688,237

固 定 負 債 518,999

退職給付に係る負債 445,404

株 式 給 付 引 当 金 25,704

そ の 他 47,891

負 債 合 計 6,603,279

純 資 産 の 部

株 主 資 本 11,041,779

資 本 金 1,710,900

資 本 剰 余 金 2,387,036

利 益 剰 余 金 7,232,635

自 己 株 式 △288,792

その他の包括利益累計額 52,042

その他有価証券
評 価 差 額 金

52,042

新 株 予 約 権 74,446

非支配株主持分 225,136

純 資 産 合 計 11,393,404

資 産 合 計 17,996,684 負 債 純 資 産 合 計 17,996,684

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 20,441,995

売 上 原 価 17,877,660

売 上 総 利 益 2,564,335

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,815,081

営 業 利 益 749,254

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,826

為 替 差 益 49

そ の 他 30,851 36,727

営 業 外 費 用

支 払 利 息 67

そ の 他 32 99

経 常 利 益 785,882

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 53,204 53,204

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 70,090

投 資 有 価 証 券 評 価 損 7,571

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 12,866 90,528

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 748,558

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 470,417

法 人 税 等 調 整 額 △256,116

当 期 純 利 益 534,257

非支配株主に帰属する当期純利益 10,280

親会社株主に帰属する当期純利益 523,976

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成29年４月１日　期首残高 1,710,900 2,383,962 6,913,482 △301,633 10,706,711

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △204,823 △204,823

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

523,976 523,976

自 己 株 式 の 取 得 △46 △46

自 己 株 式 の 処 分 848 848

新 株 予 約 権 の 行 使 3,073 12,039 15,112

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 3,073 319,152 12,841 335,067

平成30年３月31日　期末残高 1,710,900 2,387,036 7,232,635 △288,792 11,041,779

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額

新 株
予 約 権

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計そ の 他 有

価 証 券 評
価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

平成29年４月１日　期首残高 36,038 36,038 63,187 215,756 11,021,693

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △204,823

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

523,976

自 己 株 式 の 取 得 △46

自 己 株 式 の 処 分 848

新 株 予 約 権 の 行 使 15,112

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

16,004 16,004 11,258 9,380 36,643

連結会計年度中の変動額合計 16,004 16,004 11,258 9,380 371,711

平成30年３月31日　期末残高 52,042 52,042 74,446 225,136 11,393,404

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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［単体］貸　借　対　照　表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 預 金

受 取 手 形

完 成 工 事 未 収 入 金

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

未 成 工 事 支 出 金

貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

14,772,858

8,296,454

973,068

1,762,687

985,808

844,676

804,042

40,191

306,713

697,945

78,434

△17,166

2,520,931

2,205,442

68,248

23,586

1,279,414

4

154,644

583,033

96,512

29,936

24,116

209

5,610

285,552

167,931

46,000

313

941

66,599

14,360

△10,593

流 動 負 債 5,983,907

工 事 未 払 金 2,642,161

買 掛 金 1,261,627

未 払 金 396,395

未 払 費 用 142,629

未 払 法 人 税 等 362,500

賞 与 引 当 金 80,000

完成工事補償引当金 300

工 事 損 失 引 当 金 830,000

そ の 他 268,293

固 定 負 債 466,039

長 期 未 払 金 27,100

退 職 給 付 引 当 金 397,363

株 式 給 付 引 当 金 25,704

そ の 他 15,870

負 債 合 計 6,449,947

純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,717,354

資 本 金 1,710,900

資 本 剰 余 金 2,387,036

資 本 準 備 金 2,330,219

その他資本剰余金 56,817

利 益 剰 余 金 6,908,210

利 益 準 備 金 149,517

その他利益剰余金 6,758,692

別 途 積 立 金 2,800,000

繰 越 利 益 剰 余 金 3,958,692

自 己 株 式 △288,792

評価・換算差額等 52,042

その他有価証券評価差額金 52,042

新 株 予 約 権 74,446

純 資 産 合 計 10,843,842

資 産 合 計 17,293,789 負 債 純 資 産 合 計 17,293,789

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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［単体］損　益　計　算　書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 16,676,325

商 品 売 上 高 3,136,071

そ の 他 の 事 業 売 上 高 9,456 19,821,853

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 14,707,269

商 品 売 上 原 価 2,736,665

そ の 他 の 事 業 売 上 原 価 5,748 17,449,683

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 1,969,055

商 品 売 上 総 利 益 399,406

そ の 他 の 事 業 売 上 総 利 益 3,708 2,372,169

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,666,447

営 業 利 益 705,721

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 6,909

為 替 差 益 49

そ の 他 28,982 35,942

営 業 外 費 用

支 払 利 息 67

そ の 他 32 99

経 常 利 益 741,564

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 46,499 46,499

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 70,090

関 係 会 社 株 式 評 価 損 7,571

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 12,866 90,528

税 引 前 当 期 純 利 益 697,536

法人税、住民税及び事業税 453,920

法 人 税 等 調 整 額 △251,058

当 期 純 利 益 494,673

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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［単体］株主資本等変動計算書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 　 本
準 備 金

そ の 他
資 　 本
剰 余 金

資 　 本
剰 余 金
合 　 計

利 　 益
準 備 金

その他利益剰余金
利 　 益
剰 余 金
合 　 計

特別償却
準 備 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

平成29年４月１日　期首残高 1,710,900 2,330,219 53,743 2,383,962 149,517 1,495 2,800,000 3,667,346 6,618,360

事業年度中の変動額

特別償却準備金
の 取 崩

△1,495 1,495 －

剰余金の配当 △204,823 △204,823

当 期 純 利 益 494,673 494,673

自己株式の取得

自己株式の処分

新株予約権の行使 3,073 3,073

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

事業年度中の変動額合計 － － 3,073 3,073 － △1,495 － 291,345 289,849

平成30年３月31日　期末残高 1,710,900 2,330,219 56,817 2,387,036 149,517 － 2,800,000 3,958,692 6,908,210

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成29年４月１日　期首残高 △301,633 10,411,589 36,038 36,038 63,187 10,510,815

事業年度中の変動額

特別償却準備金
の 取 崩

－ －

剰余金の配当 △204,823 △204,823

当 期 純 利 益 494,673 494,673

自己株式の取得 △46 △46 △46

自己株式の処分 848 848 848

新株予約権の行使 12,039 15,112 15,112

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

16,004 16,004 11,258 27,262

事業年度中の変動額合計 12,841 305,764 16,004 16,004 11,258 333,027

平成30年３月31日　期末残高 △288,792 10,717,354 52,042 52,042 74,446 10,843,842

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月11日

株 式 会 社 テ ノ ッ ク ス

取 締 役 会　御 中

有 限 責 任  あ  ず  さ  監  査  法  人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 尾 淳 一 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 林 圭 司 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社テノック

スの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計

算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ

には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、

我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これ

に基づき監査を実施することを求めている。
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監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手

するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不

正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい

て選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表

明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適

正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社テノックス及び連結子

会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月11日

株 式 会 社 テ ノ ッ ク ス

取 締 役 会　御 中

有 限 責 任  あ  ず  さ  監  査  法  人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 尾 淳 一 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 林 圭 司 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社テ

ノックスの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第48期事業年度

の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類

及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し

た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附

属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るた

めに、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

－ 27 －

計算書類に係る会計監査報告



監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について

監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の

判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚

偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内

部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計

算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及

びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第48期
事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法
及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事
項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の
取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。

－ 29 －

監査等委員会の監査報告



２．監査の結果
(1)  事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると
認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2)  計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は
相当であると認めます。

(3)  連結計算書類の監査結果
　会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は
相当であると認めます。

平成30年５月17日

株式会社テノックス　監査等委員会

常勤監査等委員 里 見 雄 冊 

監 査 等 委 員 大 森 勇 一 

監 査 等 委 員 竹 口 圭 輔 
 (注) 監査等委員大森勇一及び竹口圭輔は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定

する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

株主の皆さまへの利益還元につきましては、重要課題のひとつと位置づけ、

安定配当の継続を重視しつつ、当該期の業績や財政状態に加え、中期的な見

通しも勘案して配当を決定すべきものと考えております。

期末配当につきましては、業績の進捗を勘案いたしまして、以下のとおり

といたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金15円　　総額は106,208,820円

なお、中間配当金として１株につき金14円をお支払いしておりますので、

当期の年間配当金は１株につき金29円（前期と同額）となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月29日
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）

全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者に

ついて適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

１

さ

佐
とう

藤
まさ

雅
ゆき

之

(昭和29年５月４日生)

平成27年４月  当社入社、執行役員地

域営業部担当

平成27年６月  取締役執行役員地域

営業部担当

平成28年４月  取締役常務執行役員

地域営業本部長兼新

規事業推進部長

平成29年４月  取締役常務執行役員

首都圏営業本部長兼

地域営業本部長兼新

規事業推進部長

平成30年４月  取締役常務執行役員

社長補佐（現任）

5,000株

２

ほり

堀
きり

切
 

　
たかし

節

(昭和40年２月３日生)

平成元年４月　当社入社

平成23年４月　工務部長

平成25年４月　執行役員工務部長兼

技術・開発部長

平成26年４月　執行役員工事部長兼

技術・開発部長

平成28年４月　執行役員技術本部長

兼品質管理部長

平成28年６月　取締役執行役員技術本

部長兼品質管理部長

平成30年４月　取締役執行役員施工

技術本部長（現任）

4,000株
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

３

※
さか

坂
ぐち

口
たく

卓
や

也

(昭和30年10月21日生)

昭和62年５月　当社入社、大阪営業所長

平成15年４月　土木営業第一部長

平成17年６月　取締役土木営業第一部長

平成19年６月　取締役販売管理部長

平成21年４月　取締役執行役員販売

管理部長（平成21年６

月取締役退任）

平成23年10月　執行役員管理本部副本

部長兼販売管理部長

平成24年６月　執行役員管理本部副

本部長兼総務部長兼

販売管理部長

平成28年４月　執行役員施工本部業

務部長

平成30年４月　執行役員施工技術本

部副本部長兼工事第

一部長兼業務部長

（現任）

3,000株

４

※
たか

高
はし

橋
かつ

勝
のり

規

(昭和34年９月22日生)

昭和64年１月　当社入社

平成23年４月　営業統括本部営業第

三部長

平成24年３月　営業統括本部営業第一

部長兼営業第三部長

平成25年４月　執行役員営業第一部

長兼営業第三部長

平成28年４月　執行役員地域営業本

部西日本営業部長

平成29年４月　執行役員地域営業本

部副本部長兼西日本

営業部長

平成30年４月　執行役員営業本部長

兼西日本営業部長

（現任）

12,000株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．※は、新任の取締役候補者であります。
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なります。

つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものでありま

す。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

１

さと

里
み

見
ゆう

雄
さく

冊

(昭和32年７月27日生)

昭和52年９月  当社入社

平成15年４月　業務部長

平成19年４月　購買部長

平成26年４月　安全環境部長

平成28年４月　社長付

平成28年６月　取締役［常勤監査等委

員］（現任）

20,750株

２

おお

大
もり

森
ゆう

勇
いち

一

(昭和23年12月９日生)

昭和50年４月  司法修習生

昭和52年４月  東京地方検察庁検事任官

昭和59年４月  弁護士登録

平成15年９月  曙綜合法律事務所代

表弁護士（現任）

平成27年６月  当社取締役

平成28年６月　取締役［監査等委員］

（現任）

（重要な兼職の状況）

曙綜合法律事務所代表弁護士

一般社団法人日本保釈支援協会代表理事

－株

３

たけ

竹
ぐち

口
けい

圭
すけ

輔

(昭和48年11月６日生)

平成14年１月  ㈱大和総研入社

平成16年４月  法政大学経済学部助教授

平成22年４月  法政大学経済学部教授

（現任）

平成24年６月  当社監査役

平成28年６月　取締役［監査等委員］

（現任）

（重要な兼職の状況）

法政大学教授

－株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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２．大森勇一氏および竹口圭輔氏は、社外取締役候補者であります。

３．大森勇一氏は、直接経営に関与されたことはありませんが、検事・

弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令順守の精神

を有しておられます。当社はその経験・能力を高く評価しており、

経営監督機能をより強化出来ると判断し、社外取締役候補者として

おります。なお、同氏は、当社の社外取締役であり、社外取締役と

しての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

４．竹口圭輔氏は、直接経営に関与されたことはありませんが、財務会

計を専門とする大学教授としての専門的知識および経験等を有して

おられます。当社はその経験・能力を高く評価しており、監査体制

に活かせると判断し、社外取締役候補者としております。なお、同

氏は、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、

本総会終結の時をもって２年となります。

５．大森勇一氏および竹口圭輔氏は、株式会社東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、

両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定で

あります。

以　上
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株主総会会場ご案内図
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